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自社サービス上に広告を配信するプラットフォームを通じた情報流通に関わるエコシステム
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他社サービス上に広告を配信するプラットフォームを通じた情報流通に関わるエコシステム
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デジタル広告の仕組みの一例（前スライド赤枠部分）

【出典】 内閣官房デジタル市場競争本部「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」（2021年4月27日）

DSP（Demand Side Platform）：
広告主の広告目的や消費者に関するデータ等
に基づいて広告出稿の管理・最適化を行うため
のツール又はそのツールを提供する事業者

アドサーバ：
パブリッシャーのウェブページ上に広告を配信する
に当たり、入稿・配信・広告枠管理・効果測定・
販売・データマネジメント等を行うためのサーバ

【参考】

SSP（Supply Side Platform）：
パブリッシャーが広告枠の販売の効率化や収益
の最大化を図るためのツール又はそのツールを提
供する事業者
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本資料における用語の意味
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用語 意味

情報伝送PF SNS、検索サービス、動画共有サービス、ブログ、掲示板、ニュースポータル、キュレーションなど、
インターネット上で第三者が作成・投稿したコンテンツ（文字、画像、映像、音声等）を不特
定の者が受信・閲覧できるよう伝送するプラットフォーム（PF）サービス又はそのPFサービスを提
供する事業者。

広告仲介PF DSP、SSPなど、広告を出稿しようとする広告主と、自身が運営するオンラインメディア上の広告
枠を提供しようとする媒体主（パブリッシャー）の間を仲介し、媒体主メディア上での広告表示
を可能にするプラットフォーム（PF）サービス又はそのPFサービスを提供する事業者。

DSP Demand Side Platformの略で、広告主の広告目的や消費者に関するデータ等に基づいて
広告出稿の管理・最適化を行うためのツール又はそのツールを提供する事業者。

SSP Supply Side Platformの略で、パブリッシャーが広告枠の販売の効率化や収益の最大化を
図るためのツール又はそのツールを提供する事業者。

MFA Made For Advertisementの略で、広告を掲載し、広告収益を獲得することのみを目的とし
たウェブサイト。

アドフラウド 自動化プログラム（bot）を利用したり、スパムコンテンツを大量に生成したりすることで、インプ
レッション（広告表示）やクリックを稼ぎ、不正に広告収入を得る悪質な手法のこと。

ブランドセーフティ 広告掲載先の品質確保による広告主ブランドの安全性（ブランドを毀損する不適切なページ
やコンテンツに広告が表示されるリスクからの安全性）のこと。



情報伝送PF
（パブリッシャー）広告主

（企業、国・自治体など）
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情報伝送PF
（パブリッシャー）広告主

（企業、国・自治体など）
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広告クリック数等に応じて広告料を支払
（広告仲介PFは手数料を受領）

一部の情報伝送PFは情報
（コンテンツ）の発信者に対して
閲覧数やコンテンツの質等に応じ
た経済的インセンティブを付与広告仲介PFを兼ねた

情報伝送PFは
パブリッシャーとして
自社メディアを

広告媒体として活用

受信した情報
（コンテンツ）を
発散・拡散する
受信者も存在

情報伝送PF（パブリッ
シャー）やその他パブリッ
シャーが発信・伝送する情報
（コンテンツ）をファクト

チェック

伝統メディア含むパブリッ
シャーが発信する情報（コン
テンツ）の一部は情報伝送

PFにも投稿されて発信・伝送

広告仲介PFを介さず直接
パブリッシャーとしてのメディア
に広告出稿する商流も存在

受信者に向けて
広告付きの情報
（コンテンツ）を
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情報伝送PF
（パブリッシャー）広告主

（企業、国・自治体など）

デジタル広告を規律する既存の制度的な対応との関係
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ニュースポータルなどの情報伝送PFを運営する事業者と
ニュースコンテンツを編集して提供する事業者の取引等
（B to B）における公正性・透明性向上
⇒ 公正取引委員会が実態調査（2023年9月）

広告仲介PF（一部）と利用事業者（広告主及びパブリッシャー）の間の取引（B to B）の透明性・公正性向上
⇒ 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
※ 広告仲介PFによる情報受信者に関する情報（パーソナル・データ）の取扱い（B to C）については、総務省
「プラットフォームサービスに関する研究会」が連携してモニタリングを実施（2023年）

情報伝送PFに
よるコンテンツ
（情報）の発
信・伝送におけ
る情報受信者
の認知領域等
（B to C）や
民主主義等の
社会的な利益
の保護の観点
から、アテンショ
ン・エコノミーに
対しどのような
対応が考えら
れるのか



広告関連事業者団体ヒアリング（今後のスケジュール）

対象事業者団体 団体概要 日程

クオリティメディアコンソーシアム
（運営会社：（株）BI.Garage）

新聞社、雑誌社、テレビ局等の国内メディアが
主体となり、共同広告配信プラットフォーム事業
等を展開

第11回会合（WG第6回合同）

3月5日（火）10-12時

（一社）デジタル広告品質認証機構
【JICDAQ】

JAA・JAAA・JIAAの広告3団体が中心となり、
広告関連事業者が広告掲載品質の確保を適
切に行っているかにつき検証／確認、認証

第11回会合（WG第6回合同）

3月5日（火）10-12時

（公社）日本アドバタイザーズ協会
【JAA】

国内の有力なアドバタイザー（広告主）企業・
団体が共同して、広告活動の健全な発展のため
に貢献することを目的として活動

第12回会合（WG第7回合同）

3月15日（金）10-12時

（一社）日本インタラクティブ広告協会
【JIAA】

媒体社（パブリッシャー）、広告会社（広告代
理店）など、インターネット広告ビジネスに関わ
る企業が集まり、消費者保護の観点に基づいた
ガイドラインの策定等を実施 第13回会合（WG第9回合同）

3月19日（火）13-15時

（一社）日本広告業協会
【JAAA】

広告会社（広告代理店）が集まり、広告業の
健全な発達と広告活動の改善向上に関する事
業を実施
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律のポイント

9【出典】経済産業省「デジタルプラットフォーム取引透明化法の概要」

【参考】



デジタル広告分野の「特定デジタルプラットフォーム提供者」の指定①
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【参考】

⚫ 「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、2021年4月には総合物販オンラインモール運営事業者3社、アプリスト
ア運営事業者2社が指定。

⚫ 2022年10月には、デジタル広告分野の「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、Google LLC、Meta
Platforms, Inc.、ヤフー株式会社（現・LINEヤフー株式会社）の3社が指定。

⚫ 2023年の経済産業省による運営状況のレビュー（モニタリングレビュー）は、初めてデジタル広告分野も対象として
実施。2024年2月に評価の結果が公表（詳細は参考資料11-2参照）。

【出典】「プラットフォームサービスに関する研究会」
第50回（2023年10月31日から同年11月2日
まで）メール審議結果（利用者情報の取扱いに
関するモニタリング結果）



デジタル広告分野の「特定デジタルプラットフォーム提供者」の指定②
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【参考】

【出典】「プラットフォームサービスに関する研究会」第50回（2023年10月31日から同年11月2日まで）メール審議結果（利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果）



「プラットフォームサービスに関する研究会」における利用者情報の取扱いに関するモニタリング（2023年）①

12【出典】「プラットフォームサービスに関する研究会」第50回（2023年10月31日から同年11月2日まで）メール審議結果（利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果）

【参考】



「プラットフォームサービスに関する研究会」における利用者情報の取扱いに関するモニタリング（2023年）②

13【出典】「プラットフォームサービスに関する研究会」第50回（2023年10月31日から同年11月2日まで）メール審議結果（利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果）

【参考】



「プラットフォームサービスに関する研究会」における利用者情報の取扱いに関するモニタリング（2023年）③

14【出典】「プラットフォームサービスに関する研究会」第50回（2023年10月31日から同年11月2日まで）メール審議結果（利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果）

【参考】



「プラットフォームサービスに関する研究会」における利用者情報の取扱いに関するモニタリング（2023年）④

【出典】「プラットフォームサービスに関する研究会」第50回（2023年10月31日から同年11月2日まで）メール審議結果（利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果）15

【参考】



第5回会合（2023年12月25日）における森構成員ご発表資料①
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第5回会合（2023年12月25日）における森構成員ご発表資料②
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第5回会合（2023年12月25日）における森構成員ご発表資料③
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第5回会合（2023年12月25日）における森構成員ご発表資料④
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第5回会合（2023年12月25日）における森構成員ご発表資料⑤
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第5回会合（2023年12月25日）における森構成員ご発表資料⑥
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第5回会合（2023年12月25日）における森構成員ご発表資料⑦
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公正取引委員会「ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書」（2023年9月）①

23【出典】公正取引委員会「ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書（概要）」（2023年9月）

【参考】



公正取引委員会「ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書」（2023年9月）②

24【出典】公正取引委員会「ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書（概要）」（2023年9月）

【参考】


